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(1) サービスの対象者 

 ア 施設やGH等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者 

 イ 現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者 

 ウ 障害、疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと 

   同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者 

 

(2)サービスの利用期間 １年間 

 

(3)サービスの内容 

  利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、「定期的な巡回訪 

    問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握」、「必要な情報の提 

    供及び助言並びに相談」、「指定障害福祉サービス事業者等、指定特定相談支援事業者、医療機関 

    等との連絡調整」等の必要な援助を行う。 

主な内容 

ア おおむね週に１回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置 

    かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、 

    指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立し 

    た日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。 

イ 利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行 

    わなければならない。 

ウ 利用者の家族、利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等 

    との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。 

エ 利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制 

    を確保しなければならない。 


